
【交付対象】

・70歳以上の香春町民で免許を持っていない方（失効者も含む）

　※約1,000人から利用券の申請があることを想定

【目的】

・物価高騰に対する生活支援と町外への移動ニーズ調査のため

【助成内容】

・1,000円分の利用助成券を５枚(5,000円分)交付

【対象期間】

・令和７年１０月１０日～令和８年２月２８日まで

　（申請期限は令和８年１月３０日)

【利用条件】

・１回の乗車につき１枚まで使用可能

　※1,000円未満の場合は使用不可

・使用できるのは本人のみで譲渡不可（家族の同乗は可能）

・乗降場所が「香春町内→町外」または「町外→香春町内」のみ利用可能

・対象となるタクシー会社は田川構内自動車のみ
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